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 チャレンジ鹿児島労働局（１８年３月）  
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℡ ０９９－２２３－８２７５ 

URL http://www.kagoshima.plb.go.jp 

 

２月の有効求人倍率は０・５９倍となり、前月と同水準。 

 鹿児島県の本年２月の有効求人倍率は０．５９倍となり、前月と同水準とな

りました。 

 新規求人は、前年同月に比べサービス業（８３．９％増）、医療福祉（２４．

４ ％ 増 ） な ど が 増 加 す る 一 方 、 飲 食 店 、 宿 泊 業 （ １ ０ ． ２ ％ 減 ） が 減 少 し 、    

全体では２５．４％の増加となりました。 

 また、新規求職者については、前年同月に比べ自己都合離職求職者（１１．

７％増）などの増加により、全体では１５．４％の増加となりました。 

 求 人 の 増 加 傾 向 は 続 い て い ま す が 、 求 職 者 も 増 加 し て い る こ と か ら 今 後 の 

雇用失業情勢は横ばいで推移するものと思われます。 

 なお、ハローワークの紹介による就職件数は前年同月比で２か月連続増加し

ており、引き続き、求人・求職のマッチングに努めていきたいと考えています。 

                              （職業安定部職業安定課） 

 

有効（新規）求人倍率の推移 
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平成１８年４月１日、６５歳までの高年齢者雇用確保措置が

義務化！ 

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」が改正され、平成１８年４月１

日から、６５歳未満の定年の定めをしているすべての事業主は、①定 年 の 引 き

上 げ 、 ② 継 続 雇 用 制 度 の 導 入 、 ③ 定 年 の 定 め の 廃 止 の う ち 、 い ず れ か の

措 置 を 講 じ る こ と が 義 務 づ け ら れ ま し た 。  

 ①及び②については、６５歳までの引上げが求められますが、男性の年金  

（定額部分）の支給開始年齢の引上げスケジュールに合わせて、次のとおり  

段階的に引き上げることができます。 

   平 成 １ ８ 年 ４ 月 １ 日 ～ ６ ２ 歳  

   平 成 １ ９ 年 ４ 月 １ 日 ～ ６ ３ 歳  

   平 成 ２ ２ 年 ４ 月 １ 日 ～ ６ ４ 歳  

   平 成 ２ ５ 年 ４ 月 １ 日 ～ ６ ５ 歳  

②の継続雇用制度を導入する場合、原則として希望者全員が対象となります

が、労使協定で継続雇用制度の対象者に係る基準を定めることにより、対象者

を限定することができます。     

平成１８年４月１日には、少なくとも６２歳までの措置が必要です。 

措置が決まったら労使協定の締結、就業規則の変更等の手続きが必要です。 

詳細は鹿児島労働局職業対策課（電話 099-219-8712）又は県内各ハロー

ワークの担当者へ問い合わせてください。    （職業安定部職業対策課） 

 

  

平成１８年４月１日、「改正障害者雇用促進法」が施行！ 

働く障害者、働くことを希望する障害者を支援するため、障害者の就業機 

会拡大を目的とした各種施策を推進するべく、障害者雇用促進法が改正され、

平成１７年１０月１日に施行された①「障害者福祉施策との有機的な連携」や

②「職場適応援助者助成金（ジョブコーチ助成金）の創設」に続いて、平成   

１８年４月１日から、次の③及び④が施行されます。 

③「精神障害者に対する雇用対策の強化」 

  精神障害者（精神障害者保健福祉手帳所持者）を各企業の雇用率に算定で 

きることとなります。 

  納付金、調整金、報奨金の算定においても同様の取り扱いとなります。 

④「在宅就業障害者支援制度の創設」 

  在宅就業障害者又は在宅就業支援団体に仕事を発注する事業主に対して、 

障害者雇用納付金制度から特別調整金・特別報奨金を支給します。 

鹿児島労働局・ハローワークでは、引き続き、雇用率達成指導及び改正法の

周知に努めます。               （職業安定部職業対策課） 
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「県高等学校就職問題検討会議」を、４月２８日に開催 

今春卒業の高校生の２月末の就職決定率は、緩やかな景気の回復や２００７

年問題等による求人の増加などにより、大幅な改善が見られた前年同期を 1.4

ポイント上回る 92.8％となり、改善が見られるところです。  

 こうした中で、来春卒業予定の高校生に対して、地域の実情を踏まえた就職 

支援・職業紹介が推進されるよう、鹿児島労働局、県、経済団体、高校による 

「就職問題検討会議」を、４月２８日に開催します。 

会議では、「来春卒業予定の高校生の就職のための応募等の取扱い」や「生

徒に対する効果的な職業指導方法」等について検討・協議し、確認することに

しています。                 （職業安定部職業安定課） 

             

昨年の会議の風景  

 

 

 

署・所長合同会議を開催、平成１８年度行政運営方針を協議 

３月１０日（金）に県内の労働基準監督署長及び公共職業安定所長を集め、

署・所長合同会議を開催しました。 

会議では、平成１８年度鹿児島労働局行政運営方針案について協議、検討を

行いました。この中では、全国に比べて雇用情勢の厳しい鹿児島県の現状を踏

まえた求人の確保や就職件数を上げるための数値目標の設定、労働者の健康と

安全を守るための取組、男女ともに能力を十分に発揮できる雇用環境の実現を

目指すための取組等について協議を行いました。また、６つの署・所からも平

成１８年度の取組についての意見発表を行いました。 

なお、行政運営方針については、この後、鹿児島地方労働審議会に諮り、公

労使の委員の審議を経て決定することにしています。   （総務部企画室） 

 

鹿児島地方労働審議会を３月１３日に開催 

３月１３日（月）に鹿児島地方労働審議会を開催しました。 

会議では、労働局から平成１８年度鹿児島労働局行政運営方針案について説
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明を行い、公益・労働・使用者側委員から意見や要望をいただきました。  

各委員からは、雇用情勢の厳しい鹿児島県の現状を踏まえた上で、雇用確保

や雇用創出等について県や市町村など自治体との連携を強化すること、非正規

職員の雇用状況の改善に取り組むこと、労働関係におけるルールを周知徹底す

ること等の意見・要望等が出されました。  

これらの意見等を踏まえ、平成１８年度の行政運営方針を策定し、県内の労

働者の生活と安全を守り、 産業の発展を支えるための施策に取り組んでいき

ます。          （総務部企画室）  

  

「両立支援のひろば」（サイト）が オープン！  

厚生労働省及び（財）２１世紀職業財団では、仕事と家庭の両立支援に取り

組む企業の支援策の一つとして、両立支援対策を積極的に進めている企業の取

組や次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画等を掲載したサイ

トを開設します。  

本サイトでは、企業の両立支援に関する取組等の閲覧・検索ができるほか、

自社の両立支援の取組等を掲載することもできます。企業内で両立支援を進め

る上での参考として、またＰＲの場として、積極的な利用を期待しています。  

１ サイトの概要  

（１）  取組事例の閲覧・検索  

本サイトにアクセスすると、企業の両立支援に関する取組や一般事業主

行動計画等を閲覧 することができま す。また、企業名 、業種、企業規模 、

所在地等で簡単に検索することができます。  

主な掲載項目としては、①企業の基礎データ（企業名、業種、企業規模、

所在地等）、②事業概要、③一般事業主行動計画の概要又は全文、④我が

社の両立自慢、⑤ＵＲＬ 等があります。  

（２）  取組事例の新規登録  

      登録フォームをダウンロードし、メール等で返送すると、自社の両立支

援に関する取組等を本サイトに掲載することができます。  

（３）  その他  

      自社における仕事と家庭の両立度の診断や、ファミリー・フレンドリー

企業に関する様々な情報の閲覧ができます。   

２  掲載企業数は、平成１８年３月１７日現在で１７４社です。  

３  開設日時は、平成１８年４月１日（土）の午前零時です。  

４  本サイトの実施主体は、（財）２１世紀職業財団です。  

５  アドレスは、h  t  t  p：／／www．ryour i tsushien．jp です。   

    なお、厚生労働省及び(財)２１世紀職業財団のホームページからもアクセ

スできます。                                （雇用均等室）  

  


